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 【改正府令の趣旨及び概要に関するもの】

Ｑ１　安全運転管理者の業務に「アルコール検知器を用いた酒気

　 　 帯びの有無の確認」を新たに設けた趣旨は何ですか？

Ａ 

これまで、安全運転管理者に対しては、運転前において運転

者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがある

かどうかを確認すること等が義務付けられていたものの、運転

後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記

録することは義務付けられておらず、また、確認方法について

も具体的には定められていませんでした。 

　　令和３年６月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を

　受け、安全運転管理者の行うべき業務として、アルコール検知

　器を用いた酒気帯びの有無の確認等を新たに設けることとした

　ものです。 
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Ｑ２　いつから施行されますか？

 

Ａ 

　　アルコール検知器を使用しない方法による酒気帯びの有無の

　確認及び確認結果の記録保存（１年間）については、令和４年

　４月１日に施行されています。 

　　また、アルコール検知器を使用しての確認は、令和５年12月

　１日から施行されました。 
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Ｑ３　酒気帯び確認の対象となる人は誰ですか？

 

Ａ 

　　「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」が確

　認の対象となります。 

　　ここでいう「運転」とは、一連の業務としての運転をいうこ

　とから、酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前

　又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転

　を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うこと

　で足ります。 

　　業務上、車両を運転することがない者は酒気帯び確認の対象

　とはなりませんが、これらの者であっても臨時に業務のために

　自動車を運転する場合は、運転前後における酒気帯び確認が必

　要です。
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【安全運転管理者の業務に関するもの】 

Ｑ４　具体的にどのような業務が追加されますか？

 

Ａ 

令和４年４月１日から施行された酒気帯びの有無の確認及び

　記録の保存については、 

　○　運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等 

 　　　 で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を 

 　　　 確認すること 

○　前記確認の内容を記録し、当該記録を１年間保存する 

  こと 

    が追加されました。

　　 また、令和５年12月１日、アルコール検知器の使用義務化に

　 係る規定が施行された後は、 

○ 　 酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定める

 アルコール検知器（※）を用いて行うこと 

○　アルコール検知器を正常に作動し、故障等のない状態 

   で保持すること 

 が追加されました。

 ※アルコール検知器については、Ｑ９参照
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Ｑ５　酒気帯びの有無を確認する際の着眼点は何ですか？

 

Ａ 

　　酒気帯び確認を目視等で行う場合、本人に対する飲酒の有無

　等の聞き取りに加え、 

・運転者の顔色 

・呼気の臭い 

・応答の声の調子 

　等により、酒気帯びの有無を確認することとなります。
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Ｑ６  他の事業所の安全運転管理者による酒気帯び確認はでき

　　ますか？

 

Ａ 

　　同一の自動車の使用者が、他の事業所において安全運転管理

　者を選任しており、当該他の事業所において運転者が運転を開

　始し、又は終了する場合には、他の事業所の安全運転管理者の

　立会いの下、運転者に他の事業所の安全運転管理者が有効に保

　持するアルコール検知器を使用させ、測定結果を電話その他の

　運転者と直接対話できる方法により所属する事業所の安全運転

　管理者に報告させたときは、酒気帯び確認を行ったものとして

　取り扱うことができます。
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Ｑ７　安全運転管理者が対面で酒気帯びの有無を確認すること

　　ができない場合の措置はどのようなものがありますか？

 

Ａ 

運転者の酒気帯び確認は対面が原則ですが、直行直帰の場合な

　ど対面での実施が困難な場合には、これに準ずる方法で実施する

 　ことで足りることとされています。

例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどし

 　た上で

　　○　カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の

　　　顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による

 　　　測定結果を確認する方法

○　携帯電話、業務無線その他運転者と直接対話できる方法に

　よって安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認す

　るとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる

 　方法

 　等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。
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Ｑ８　安全運転管理者以外の者による確認はできますか？

 

Ａ 

　　安全運転管理者が不在時であるなど安全運転管理者による確

　認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理

　者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を

　行わせることは差し支えありません。 

 

Ｑ８－２　補助者に酒気帯び確認を行わせる場合の留意事項は

　何ですか？

 Ａ

　　安全運転管理者が運転者に対する酒気帯び確認を補助者に行

　わせる場合、それが業務委託を受けた者であっても差し支えあ

　りません。 

　 　 また、安全運転管理者が補助者に行わせる業務の内容等は個々

　の指示や契約等により決定されるものですが、例えば、運転者

　が酒気を帯びていることを補助者が確認した場合には、安全運

　転管理者へ速やかに報告し、必要な対応等について指示を受け

　るか、安全運転管理者自らが運転者に対して運行中止の指示を

　行うこととするなど、安全運転を確保するための対応が確実に

　とられることが必要です。 
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【アルコール検知器の仕様、結果の記録に関するもの】    

Ｑ９ どのようなアルコール検知器を使用しなければならない

　　のですか？

Ａ 

　　アルコール検知器については、国家公安委員会告示により、

呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音、警

告灯、数値等により示す機能を備えたものであれば足り、特段

の性能上の要件は問わないものとされています。 

また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機

　が始動できないようにする機能（アルコール・インターロック）

　を含みます。 

    また、アルコール検知器は常時正常に作動し、故障等がない状

態である必要があり、機器の取扱説明書に基づき適切に使用・管

 理・保守を行う必要があります。
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Ｑ10  確認結果はどのような事項を記録しなければならないの

　　ですか？

 

Ａ 

　　酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録するこ

　ととされています。 

 　（1） 確認者名

 　 (2)　運転者名

 　 (3)  車両ナンバー

 　 (4)　確認日時

    (5)　確認方法（対面でない場合は具体的方法等）

    (6)　酒気帯びの有無

 　 (7)　指示事項

    (8)　その他必要な事項
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Ｑ11  従業員個人が保有しているアルコール検知器を使用する

　　ことはできますか？

 

Ａ 

　　酒気帯び確認に使用するアルコール検知器は、基本的には、

　自動車の使用者が購入すべきものであると考えられますが、各

　事業所の個別の事情により、個人で購入したアルコール検知器

　を使用する必要がある場合には、安全運転管理者において、当

　該アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態であるか

　どうかの確認を定期的に行うなど、安全運転管理者が「常時有

　効に保持」するアルコール検知器と同等の管理が行われている

　ものに限り、個人で購入したアルコール検知器を使用すること

　は差し支えありません。 


